
制服移行期間中の服装について

生徒指導部

１ ５月２０日（水）から６月１２日（金）まで（夏服への移行期間）

(1) 男子

① ブレザーを着用する場合

ア 長袖カッターシャツ・ネクタイ・ブレザー・冬用ズボン・指定色の

ソックス

イ ベストについては、持っているものは着用してもよい

② ブレザーを着用しない場合

ア 長袖カッターシャツ・ネクタイ・冬用ズボン・指定色のソックス

イ ベストを持っているものは、体調に合わせて着用してもよい

③ 夏服（半袖カッターシャツ・夏ズボン）

※ソックスは、黒・紺・グレー・白を基調とした無地のもの（ワンポイント程度は可）

※ベルトは黒・紺・茶などで形状は１つ穴を使用すること

(2) 女子

① ブレザーを着用する場合

ア 長袖カッターシャツ・リボン・ブレザー・冬用スカート・指定のソ

ックス

イ ベストについては、体調に合わせて着用してよい

② ブレザーを着用しない場合

ア ベスト・長袖カッターシャツ・リボン・冬用スカート・指定のソッ

クス

イ ベストについては、体調に合わせて着用･非着用いずれもで可

③ 夏服（半袖ブラウス・夏スカート・夏用ソックス）

※ソックスは、指定のソックス、および同等の長さまたはくるぶしが隠れる長さで、

黒・紺（ワンポイント可）とする。

(3) 男女共通

① セーターの着用は禁止する

２ 夏服着用期間

(1) ６月１３日（土）～９月１１日（金）

(2) この期間中は、全員夏服とする。

(3) 気候条件等を勘案して、期間の終わりは変動する場合がある。


